
質問 回答

1

過去から実施しているがイベントや事業につい

て、当該補助金に初めて申請する場合「新規事

業と既存事業」どちらを選択したらよいか

「既存事業」を選択してください。

2

指令前着手届（第４号様式）を提出し、本補助

金の事業不採択となった場合は、既に発生して

いる経費についてどこが負担するのか。

市町村もしくは事業連携先となります。

事業不採択や、指令前着手が認められないなど、指令前着手届（第４号様式）を提出

しても、補助対象とならない可能性があるためご承知おき下さい。
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